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十
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令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
三
三

木 曜 日

第
四
十
四
号

　

令
和
元
年

十
月
二
十
四
日　

山
梨
県
公
報
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定
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営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

三
三
三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

三
三
三

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

三
三
三

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
十
五
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
ん
ぷ
ん
ル
ル
パ

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

中
村
み
ど
り

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
南
野
呂
五
百
三
十
八
番
地

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
食
事
療
法
が
必
要
な
腎
臓
病
患
者
に
対
し
て
、
医

師
や
管
理
栄
養
士
の
指
導
の
も
と
で
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
た
食
事
療
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
効
果
的

な
調
理
法
な
ど
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
患
者
が
持
参
し
た
検
査
結
果
を
見
な
が
ら
、
専
門
的
な

指
導
を
通
し
て
、
毎
日
の
食
事
療
法
を
続
け
る
サ
ポ
ー
ト
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
の
生

活
の
質
的
向
上
及
び
保
健
・
医
療
福
祉
の
増
進
・
教
育
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

令
和
元
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

令
和
元
年
十
月
十
五
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

村
壽
也

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
下
部
九
百
九
十
七
｜
一
番
地
先

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
過
疎
地
で
生
活
を
営
む
住
民
に
対
し
て
生
活
の
支

援
お
よ
び
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
る
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
利
便
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

令
和
元
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

　

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦　
　

　

別
表
第
一
中

「

一
四
九

中
巨
摩
郡
八
田
村
榎
原
七
九
三
番
地

先
（
村
道
一
三
号
線
と
村
道
一
二
五

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

中
央
公
民
館
東

平
成
一
四
年
一
二
月
一
九

日告
示
第
七
七
号

」

を



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
四
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

三
三
四

「

一
四
九

削
除

　

令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日

告
示
第
六
八
号

」

に
、

「

一
八
二

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
五
八
七
番
地

一
三
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

上
宮
地
西

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七

日告
示
第
一
六
〇
号

」

を「

一
八
二

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
五
八
七
番
地

一
三
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

上
宮
地
西

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七

日告
示
第
一
六
〇
号

一
八
三

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
井
六
七
六
番
地

二
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
）

鏡
中
條
北

令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日

告
示
第
六
八
号

」

に
、

「

二
一
六

甲
斐
市
大
下
条
一
、
六
〇
六
番
地
一

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

竜
王
駅
北

平
成
三
一
年
二
月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

」

を「

二
一
六

甲
斐
市
大
下
条
一
、
六
〇
六
番
地
一

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

竜
王
駅
北

平
成
三
一
年
二
月
二
五
日

告
示
第
一
八
号

二
一
七

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
五
〇
八
番
地

一
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
南
ア
ル
プ

ス
中
央
線
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差

点
）

甘
利
小
学
校
通

学
路

令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日

告
示
第
六
八
号

」

に
、

「

一
一
五

東
八
代
郡
御
坂
町
成
田
三
一
四
番
地

の
一
先
（
町
道
六
号
線
と
町
道
五
号

線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

成
田
果
実
組
合

集
荷
所
北

平
八
・
一
一
・
七

告
示
第
五
三
号

」

を「

一
一
五

削
除

　

令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日

告
示
第
六
八
号

」

に
、

「

一
二
七

東
山
梨
郡
勝
沼
町
等
々
力
一
、
六
四

六
番
地
先
（
国
道
四
一
一
号
と
町
道

と
の
十
字
路
交
差
点
）

等
々
力
北

平
五
・
一
二
・
二
七

告
示
第
六
〇
号

」

を「

一
二
七

削
除

　

令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日

告
示
第
六
八
号

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
三
〇
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
〇
九

削
除

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月
二

四
日
告
示
第
六
八
号

　

別
表
第
四
の
一
九
六
の
項
及
び
一
九
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
九
六

削
除

南
甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
九
七

削
除

南
甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

　

別
表
第
四
の
五
六
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
六
八

削
除

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号



山
梨
県
公
報　
　

第
四
十
四
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

三
三
五

別
表
第
十
の
一
一
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
七

主
要
地

方
道
甲

府
南
ア

ル
プ
ス

線

甲
府
市
富
竹
一
丁
目
九
番
二
二
号

先

三

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
一
五
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
五
一

国
道
四

一
一
号

甲
府
市
横
根
町
一
八
〇
番
地
一
先

四

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
二
六
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
六
〇

市
道

甲
府
市
富
士
見
二
丁
目
九
番
八
号

先

四

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
二
、
九
〇
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
九
〇
四

市
道

甲
府
市
城
東
四
丁
目
三
番
一
七
号

先

四

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
二
、
九
一
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
、
九
一
四

削
除

　

　

韮
崎

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
四
、
一
六
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
一
六
五

削
除

　

　

富
士
吉
田

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
四
、
九
四
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
九
四
六

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
七
九
四
番
地

三
先

二

南
ア
ル
プ
ス

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
の
五
、
五
九
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
五
九
四

主
要
地

方
道
北

杜
八
ヶ

岳
公
園

線

北
杜
市
高
根
町
五
町
田
一
、
六
八

九
番
地
先

一

北
杜

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

五
、
五
九
五

主
要
地

方
道
韮

崎
南
ア

ル
プ
ス

富
士
川

線

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
一
、
五

九
九
番
地
五
先

一

鰍
沢

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

五
、
五
九
六

県
道
藤

垈
石
和

線

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
六
二
一

番
地
一
先

一

笛
吹

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
三
の
一
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
五

市
道

甲
府
市
西
下
条
町

一
、
三
四
七
番
地

八
先
（
西
下
条
流

出
ラ
ン
プ
と
市
道

と
の
合
流
部
）
か

ら
甲
府
市
西
下
条

町
一
、
三
三
〇
番

地
先
（
西
下
条
南

交
差
点
）
ま
で

一
五
〇

車
両

終
日

南
甲

府

令
和
元
年

一
〇
月
二

四
日

告
示
第
六

八
号

別
表
第
十
四
の
五
九
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
九
八

国
道
五

二
号

南
巨
摩
郡
南
部
町

万
沢
七
、
二
〇
四

番
地
一
先
（
万
沢

ト
ン
ネ
ル
北
側
）

か
ら
南
巨
摩
郡
南

部
町
万
沢
六
、
九

一
一
番
地
先
（
甲

駿
橋
北
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

二
、
〇
〇
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

①
②
③

を
除
く

。
）

五
〇

南
部

令
和
元
年

一
〇
月
二

四
日
告
示
第
六

八
号

別
表
第
十
四
の
一
、
四
八
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
四

八
四

東
山
東

部
広
域

農
道
フ

甲
州
市
塩
山
藤

木
九
〇
八
番
地
先

（
県
道
下
荻
原
三

三
、
一
八
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

五
〇

日
下
部

令
和
元
年

一
〇
月
二

四
日
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山
梨
県
公
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第
四
十
四
号　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
四
日

三
三
六

ル
ー
ツ

ラ
イ
ン

日
市
場
線
と
東
山

東
部
広
域
農
道
フ

ル
ー
ツ
ラ
イ
ン
と

の
丁
字
路
交
差

点
）
か
ら
甲
州
市

塩
山
千
野
五
五
九

番
地
先
（
玉
宮
入

口
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

①
②
③

を
除
く

。
）

告
示
第
六

八
号

別
表
第
十
六
の
七
、
八
二
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
、
八
二
四

削
除

富
士
吉

田

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
六
の
八
、
七
二
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
、
七
二
五

削
除

南
甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
九
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
一
、
九
九
七

市
道

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
六
番
一
六
号

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
西
進
車
両
）

甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
一
、
九
九
八

市
道

中
央
市
成
島
一
、
六
九
五
番
地
先

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・

北
進
車
両
）

南
甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
一
、
九
九
九

市
道

中
央
市
成
島
一
、
三
九
二
番
地
二

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
南
進
車
両
）

南
甲
府

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
二
、
〇
〇
〇

主
要
地

方
道
韮

崎
昇
仙

峡
線

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
一
、
二
一

六
番
地
先
（
左
折
導
流
部
・
南
進

車
両
）

韮
崎

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
二
、
〇
〇
一

市
道

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
四
二
七
番
地

三
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
東
進
車
両
）

笛
吹

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
二
、
〇
〇
二

市
道

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
三
四
三
番
地

二
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
西
進
車
両
）

笛
吹

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
二
、
〇
〇
三

市
道

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
一
、
八
四

〇
番
地
四
先
（
国
道
四
一
一
号
と

市
道
と
の
十
字
路
交
差
点
・
東
進

車
両
）

日
下
部

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号

一
二
、
〇
〇
四

市
道

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
一
、
六
四

六
番
地
先
（
国
道
四
一
一
号
と
市

道
と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車

両
）

日
下
部

令
和
元
年
一
〇
月

二
四
日

告
示
第
六
八
号


